
 

 相談は無料です。 

 申込み方法：相談は事前の予約制です。ハローワーク（専門援助部門）担当者とご相談の上、

お申し込み下さい。 

 詳細については、ハローワーク担当者または当センターにお問い合わせください。 

独立行政法人高齢･障害･求職者雇用支援機構 

 島根支部 島根障害者職業センター 

      担当：小野（おの） 

〒690－0877 

  住所：島根県松江市春日町５３２ 

  TEL：(0852)21-0900 FAX：(0852)21-1909 

  E-MAIL：shimane-ctr@jeed.or.jp 

日 時：１．平成３０年 １月２９日（月）  １４時００分～１７時００分 

      ２．平成３０年 ２月２６日（月）  １４時００分～１７時００分 

      ３．平成３０年 ３月２６日（月）  １４時００分～１７時００分 

場 所：ハローワーク出雲（出雲市塩冶有原町１－５９） 

障害のある方で 

 島根障害者職業センターでは、障害のある方の就業支援や障害者雇用をお考えの事業所の方の相談・支

援を行っておりますが、当センターまでお越しいただくのが難しい方等を対象に、障害者職業カウンセラ

ーがハローワーク出雲を訪問し、出張による相談を行います。 

職業センター利用のご希望がある方、その他、お気軽にご利用下さい。 

ハローワーク出雲（専門援助部門） 〒693－0023 

  住所：出雲市塩冶有原町 1-59 

TEL：(0853)21-8609 FAX：(0853)21-0391 

事業所の方で 

● 就職したいけど、どうしたらよいかわからない 

● 自分に適した仕事がよくわからない 

● 就職しても、なかなか職場でうまくいかない 

● 就職の時には何か制度を使ったり、サポートを受けたい    など 

● 障害者を雇用したいが、どう進めてよいかわからない 

● 障害のことがよくわからない 

● 障害者が従事する職務設定についてアドバイスがほしい 

● うつ病で休職中の社員の職場復帰の相談がしたい    など 

お問い合わせ 


